
大和市寄附条例及び大和市基金条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理等に関す
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令和８年３月３０日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第１５号 

大和市寄附条例及び大和市基金条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理等に

関する規則 

 （大和市寄附条例施行規則の一部改正） 

第１条 大和市寄附条例施行規則（平成１９年大和市規則第３２号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「第７条」を「第５条」に改め、同条第２号中「規定する行為」を「掲げる建築」に

改め、同条第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同条第４号とし、同条第２号の次に

次の１号を加える。 

(3) 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）第２０条第１項の規定による児童手当に係る寄附 

（大和市事務分掌規則の一部改正） 

第２条 大和市事務分掌規則（昭和４８年大和市規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

第４条未来政策部政策総務課第１２号中「新規施策推進基金」を「大和市応援基金及び新規施

策推進基金」に改め、同部財政課第８号中「まちづくり基金」を「施設整備基金」に改め、同条

健幸・スポーツ部文化振興課第７号中「大和市生涯学習振興基金」を「生涯学習振興基金」に改

め、同課第８号中「大和市文化会館建設基金」を「文化会館建設基金」に改め、同条あんしん福

祉部福祉総務課第５号中「大和市保健福祉基金」を「保健福祉基金」に改め、同条こども部こど

も青少年みらい課第４号中「大和市青少年健全育成基金」を「青少年健全育成基金」に改める。 

第３条 大和市事務分掌規則の一部を次のように改正する。 

第４条未来政策部政策総務課第１２号中「及び新規施策推進基金」を削り、同条市民経済・に

ぎわい創出部国際・市民共生課中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第１０号まで

を１号ずつ繰り上げ、同条健幸・スポーツ部文化振興課中第７号及び第８号を削り、第９号を第

７号とし、第１０号から第１９号までを２号ずつ繰り上げ、同条あんしん福祉部福祉総務課中第

５号を削り、第６号を第５号とし、第７号から第３３号までを１号ずつ繰り上げ、同条こども部

こども青少年みらい課中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第１３号までを１号ず

つ繰り上げる。 

（大和市児童手当事務取扱規則の一部改正） 



第４条 大和市児童手当事務取扱規則（平成２４年大和市規則第４８号）の一部を次のように改正

する。 

第７条中「請求者」を「当該請求者」に改める。 

第１４条を次のように改める。 

（未支払請求書の処理） 

第１４条 市長は、省令第９条第１項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を審査

し、当該請求を認める場合は未支払児童手当支給決定通知書により、認めない場合は未支払児

童手当請求却下通知書により、当該請求者に通知しなければならない。 

２ 市長は、省令第９条第２項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当

該請求を認める場合は未支払児童手当支給決定通知書（施設等受給者用）により、認めない場

合は未支払児童手当請求却下通知書（施設等受給者用）により、当該請求者に通知しなければ

ならない。 

第１７条中「第２０条の規定により」を「第２０条第１項の規定による」に、「の申出を受け

た場合は」を「を」に、「第３条第１項第６号に掲げる保健福祉基金」を「別表第２号に掲げる

事業」に、「収受するものとし、次に定める手続により処理する」を「収受し、同表に規定する

大和市応援基金で管理運用する」に改め、同条各号を削り、同条に次の３項を加える。 

２ 法第２０条第１項の規定による寄附を希望する者は、児童手当の支払期日の前月１５日まで

に省令第１２条の９第１項に規定する申出書により市長へ申し出るものとする。 

３ 前項の寄附の申出は、支払期月に支払を受ける児童手当の額の全部又は一部を選んで行うも

のとし、一部を寄附する場合には、支払期月における支給額のうち、１０，０００円、

１５，０００円又は３０，０００円に月数及び当該児童の数（施設入所等の児童は除く。）を

乗じた額とする。ただし、法第２１条又は第２２条の規定に基づく学校給食費等の徴収等があ

る場合は、それらを差し引いた額の範囲で行うことができるものとする。 

４ 市長は、前２項の規定により寄附を受領したときは、児童手当に係る寄附受領証明書を当該

寄附者に交付するものとする。 

附 則 

この規則中、第１条、第２条及び第４条の規定は令和８年４月１日から、第３条の規定は同年

１０月１日から施行する。 


